
ポイント解説

省令等の公表を踏まえた排出量取引制度
（GX-ETS第2フェーズ）の概要
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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済
構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」（以下「GX省令」）等が、
経済産業省から2026年3月30日に公表され、併せて関連するマニュアルも公表されました。

参考：経済産業省「排出量取引制度手続の全体像（セットアップマニュアル）」P.4～5、P.13～21

排出量取引制度のイメージ

 本公開草案の主なポイント
2025年5月に、2026年度から一定規模以上の二酸化炭素（以下「CO2」）の排出を行う事業者を対象に排出量取
引制度（以下「GX-ETS第2フェーズ」）への参加を義務化することを定めた「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行
の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」（「改正GX推進法」）が
成立しました。GX-ETS第2フェーズでは、毎年度、制度対象者に、CO2の排出枠が割り当てられ、法定の期限までに排
出実績量と同量の排出枠を、排出枠の取引等を通じて、保有することが求められます。

 制度対象者：前年度までの直近3年度のCO2の直接排出量の平均が10万トン以上の事業者が対象です。
 移行計画の提出：制度対象者は、排出量の見通しや投資計画等を記載した移行計画を、毎年度9月末までに
経済産業大臣等に提出することが求められます。

 排出枠の保有義務：制度対象者は、排出目標量等を算定し、経済産業大臣に毎年度9月末までに届け出ること
が求められます。経済産業大臣は、排出目標量等を基に、制度対象者に排出枠を11月末に無償で割り当てます。
制度対象者は、自らの排出実績量について、算定し、経済産業大臣等に制度対象となる年度の翌年度の9月末
までに報告することが求められます。排出目標量及び排出実績量に対しては、あらかじめ経済産業大臣より登録を
受けた登録確認機関の確認が求められます。対象事業者は、毎年度の排出実績量と同量の排出枠（保有義務
量）を制度対象となる年度の翌年度の1月末までに、排出枠の取引等を通じて、保有することが義務付けられます。
保有義務を履行しない場合には、排出枠の不足分について負担金の納付が求められます。

2026年度（2027年3月期）から適用となります。

背景

概要

適用時期

GX省令等の主なポイント

2026年4月2日

制度対象者による排出目標量等の届出を
基に経産大臣が排出枠を無償で割当て

期限までに排出実績量と同量の排出枠
（保有義務量）を保有しない場合には、

負担金の納付が必要

特例として、初年度の2026年度の排出
目標量等の届出は、2027年9月末までに
届け出ることが求められます。これに伴い、
2026年度の経済産業大臣による排出枠
の割当ても、2027年11月末に行われます。

排出枠

取引所

特に排出量の多い事業者を対象に、効果的かつ費用効率的な排出削減取り組みを促進

排出実績量排出枠の割当量

削減
余剰分を売却

不足分を調達
超過

排出実績量排出枠の割当量

排出枠

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets_setup.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets_setup.pdf
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経済産業省のサイト

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向を取
りまとめています。

排出量取引制度（METI/経済産業省）

参考

排出量取引制度（GX-ETS） | デロイト トーマツ グループ
排出量取引制度小委員会が2025年12月19日に公表した中間整理に基づき、GX-ETS第2フェーズの概要について解説
しています。
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